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この声明文は、２ ０ ０ ２ 年末から２ ０ ０ ３
年 前 半 期 に 、 イ タ リ ア 国 ト ス カ ー ナ 州 に お
い て 開 催 さ れ た 将 来 の 食 料 供 給 を 考 え る 国
際 委 員 会 会 議 の 参 加 者 に よ っ て 、 共 同 研 究
が な さ れ 、 そ の 結 果 と し て 発 表 さ れ た も の
で す 。 ト ス カ ー ナ 州 評 議 委 員 会 は 、 こ の 研
究 に 積 極 的 に 参 加 し 、 支 援 致 し ま し た 。
声明文は、研究のまとめというばかりでなく、世
界中の１００を越える組織から提出されたアイデ
アの要約であり、食品製造過程におけるグロバリ
ゼーション化、工業化という現在の傾向を方向
転換させようと積極的に活動する１０００を超
える人々が訴える理想の集約といえましょう。
こ の 声 明 文 が 、 世 界 各 国 の 政 府 が 持 つ 現 在 の
方 向 性 の 抱 え る 危 険 性 に 対 す る 批 判 を 含 ん で
い る こ と は 諌 め ま せ ん 。 し か し 、 そ れ よ り も
も っ と 大 切 な こ と は 、 こ の 声 明 文 が 、 農 業 や

食 物 生 産 を 社 会 的 に も 生 態 学 的 に も 支 持 可 能
な 状 態 へ も っ て 行 く こ と を 具 体 化 す る 将 来 性
を示すアイデア、プログラム、その改善プロジ
ェ ク ト の 表 明 で あ り 、 多 国 籍 企 業 の 利 益 が 優
先 さ れ る あ ま り 、 食 品 の ク オ リ テ ィ ー や 安 全
性 、 公 衆 の 健 康 と 言 う も の が 蔑 ろ に な っ て い
る こ と を 明 確 に 訴 え て い る と い う こ と で す 。
こ の 声 明 文 の 発 表 が 、 農 業 支 援 、 食 品 の 優 位
性 、 農 製 品 の 多 様 化 、 農 業 の 多 面 性 の 評 価 運
動 の 一 体 化 、 強 化 に つ な が り 、 問 題 解 決 を 促
進 し て く れ る こ と を 祈 ら ず に は お ら れ ま せ
ん 。 そ れ に よ っ て 、 世 界 中 の 貧 困 と 飢 え を
減 少 さ せ て い く 助 け と な る こ と で し ょ う 。
こ の 声 明 文 の 内 容 を 世 界 中 の 人 々 が 国 々 が 、
そ れ ぞ れ の 形 に 応 じ て 、 こ の 内 容 を 解 釈 、 実
践 し 、 も っ て 、 こ の 趣 旨 を 普 及 さ せ て 行 っ て
くれる事を、ここに強く要求いたしましょう。
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第1章
提起
工業化農業の破綻

農業界、食品供給界のグロバリゼーション化、工業化という問題は、自然界や人
間界の将来に危険な影を落とし始めている。 

土着民が開発した効果的な農業システムは、生態界の全秩序を守りながら、何千
年にもわたってほぼ世界中の食料供給を賄ってきた。そして、その農業システム
はこの地球上のいたるところで今なお守り続けられているのである。しかし、今
日これらの農業は、他国籍企業にコントロールされ、輸出が目的のテクノロジー
システムや単作農業へ急速に移行しつつある。このような 遠隔操作されたシステ
ムは、公衆の健康ばかりでなく、食品のクオリティーや栄養学上もマイナスに作
用している。その上、現存する伝統(農業や手工芸)や土着の文化風習にまでその影
を落としている。農業従事者の負債は増加の一途をたどり、これまで代々民族、
コミュニティー、家族を養い続けてきた大地からの離反を促しいるのである。

このような変化は、農業従事者の中に、貧しさを深め、浮浪者化、絶望、自殺を
増加させることにつながっている。 同時に、地球上で人類が生活基盤となしてき
たものを堕落させ、人々を自然界から、歴史的、文化的由来から疎外させ、日々
の糧、生活手段の源であるところの農業からの離反を促すことになっているので
ある。
終には、社会の経済的文化的基盤を破壊することにまでなってしまい、平和や安
全性までもが危険にさらされ、暴力や社会の崩壊へ導く環境を生み出すことにな
ろう。
• • •

あらゆる「小規模農業ゆえの非能率生産」の問題解決のために、おそらく世界の
飢饉を減少させるという大義名分の上に、多国籍企業が「特効薬」として売りつ
けたテクノロジーの介入は、まったくの逆効果に終わってしまった。
緑の革命から、バイオテクノロジー革命まで、現在の食物への放射線照射奨励にい
たるまで、工業テクノロジーの介入によって、今日までの土着の伝統的自然重視の
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輸出推進政策に支持された農作物の国際貿易における爆発的な広まりは、輸送に
必要な石油の消費を増加させ、それにより地球環境の変化により拍車をかけてい
るのである。その上、インフラ整備の拡張により、自然環境までが深刻な痛手を
被るようになっているのである。
• • •

土着の小規模農作物の生産システムの総体的な変換、即ち、輸出に向けた大規模
生産への専攻は、何世紀にも渡って培われ来て地元圏における生産消費という流
通システムと関連し、共生、共存してきた伝統、文化、娯楽というようなさまざ
まな生活形の衰退をもたらした。別の言葉で言えば、直接の農作物生産を通じて
得られるさまざまな体験、即ち、長い間伝えられてきた地元の土地で生産される
作物を分かち合うという喜びまでもが減少しているということだ。 

上記の諸問題にも関わらず、明るい将来の見通しを期待できるような行動が各地
で展開されている。有機農法を推進や、小規模農家の保護、文化的な相違を重視
し、安全で体によい食物の生産、流通の地域化というような動きが世界中で花開
きつつあるのだ。よりベターな農業は不可能なことではなくなった。いや、すで
に実現に向かっているといても過言ではない。
このような理由から、私どもの確固たる信念として、農作物生産の工業化、グロ
ーバル化反対を声高に宣言する。そして、土着の文化、原理と調和しうる小規模
で、それぞれの特性を尊重する農業システムへの変換を援助していこうというわ
れわれの義務をここに記するものである。
 
 
 
 
 
 

生産システムは、生態系自身の弱点をよりさらけ出すことになってしまった。
大気、水、土壌汚染を生み出したばかりか、遺伝子組み換え食物(ＧＭ食品)の氾
濫によってまったく新しいタイプの汚染が広まろうとしている.。多国籍企業が支
持し斡旋するこのような技術や単作農業は石油使用重視を招き、地球汚染成分で
あるガスや他の成分の放出につながり、強いては地球環境の急速な悪化をもたら
すことになるのである。地球天候の変化という最近の現象を見るだけでも、食料
生産農業の自然基盤を根本から揺るがす危険を含んでおり、近未来に、大惨事を
引き起こす要因を育んでいるのである。
それに加えて、社会事業やエコロジー活動にかかるの費用、膨大な公益基金の援
助を数えるとき、工業農業が生産効率を増加させたとは言いがたい。世界の飢え
を減少させえたか？いや、その逆につながったではないか。
少数の巨大多国籍企業を育てただけではないか。その少数の企業によって、グロ
ーバルに生産がコントロールされ、地元の生産者たちの戦略的食料生産によっ
て、国やコミュニティー自身の自給自足性が犯され、食品の品質、生産余裕が損
害をこうむるのである。
前世紀後半の悪傾向は、ＷＴＯ世界貿易機関商業連合、世界銀行、国際基金、コ
ーディクス委員会（国際食品規格Codex Alimentarius）などの公共団体によって
作成された貿易融資規定によって加速されたといっても過言ではない。
これらの機関は、多国籍企業の利益を優先させる傾向を律法化し、農業従事者や
消費者の権利を無視し、国際貿易の規定によって、政府同士の国際貿易への介入
の権利を減少させ、それぞれのコミュニティーに対しての利益のみを重視するよ
うになってしまった。
ＷＴＯ（国際貿易機関）定めた知的財産の権利に関する国際規定によって、農業
に関わりを持つ多国籍企業に、世界レベルで第1次産業の資産である種、食料、
農地に至るまでを独占させることに成功したのである。
特許権の制度のグローバル化は、多国籍企業の望んでいたものであり、農業従事
者が代々育んできた特別な権利までが侵食されようとしているのである。例を挙
げてみよう。何千年もの間、守り続けられてきた、それぞれ独自の種や土着の品
種の保存が危険に冒され始めているのである。
ＷＴＯの定めた他の基準では、国の援助という形なされる、ダンピング価格の先
進国からの農製品輸出によって、経済的困難にあえぐ発展途上国の小規模農業従
事者を更なる難関に追いやっているのである。
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第2章
社会的、生態学的に支持可能な農業、
食品生産システムへの移行に関する原理

.1	 達成目標
上記に述べられてきた、社会的、経済的、エコロジー尊重上の諸問題を根本的に
解決するためには、代々農村で行われてきた土着の小規模農業、即ちエコロジー
農法への移行。多国籍企業から支配されない、地元重視、民主的かつ協力に基づ
いた有機農法、自然農法へ移行する以外に法はない。
これらの農業コミュニティーは、今日まで、相違尊重の原理や、相互協力原理、
リサイクル原理に基づき、農作業を行ってきた。いかなるレベルの政府といえど
も、基準や方針によって、このような解決策に走る人々を勇気付け、社会の他の
部門においても同様の変化が起こるようその援助を強化すべきである。

.2	 食料は人類の権利である
地球上に住する人類一人一人は、自らや自らが属すコミュニティーを生かすに必
要な食物の摂取そしてその食物を生産するという基本的権利を有している。
あらゆる規定や政策もこの基本権利に歩調をあわせるべきであり、今日の国際国
内を問わず、あらゆる行政機関はこの権利を遵守する義務がある。国際貿易の利
益の名目や他のいかなる目的であってもこれを無視することはできない。
天変地異やその他の理由でこれらの義務を果たすことのできない地方行政機関に
対して、他の国々は必要とされる援助を与えていかなければならない。

.3	 能率的で高生産性の地方分散型農業
グローバル化の進む科学技術化や工業化された農業、又は、農作物生産企業によ
る単一化された農業が、土着のアイデンティティーに基づく特色ある伝統農業と
比較する時、より効率的であるという声には耳を傾けないようにしようではない
か。
工業化農業が世界の飢餓を減少させるなんてことにも耳をふさいで欲しい。
膨大な数の体験談や研究レポートが全く正反対のことを訴えている。工業化され
た単作生産は、農業従事者の土地離れを引き起こしている。環境上にも地元行政
にも恐るべき経済負担をかけるようになるばかりでなく、寄生虫への抵抗力の弱
さや諸々の問題を表示するようになるのである。
大部分の報告が地域自然生態の特色を尊重する小規模農家の生産率は、ほぼ工業
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質から守るという権利を侵すものだといえよう。この例からの解るように、上記
のテクノロジー技術の導入は、自活農業とは相反するものである。いかなる国際
機関も規定という名の下に権利をかざし、このようなテクノロジー技術で変質さ
れた農作物食品や独自の判断で公衆の健康や環境、独自の農業、あるいは伝統文
化の保護のために危険であると判断された物の輸入を強制することはできないの
である。

.8	 特徴ある農業とエコシステム保護の義務
それぞれの環境のもつ特徴を全面的に尊重した上で、食品製造工程や農業プロセ
スは、自然界の保護に従属すべきである。これらの保護は、いかなる政府も自治
体も優先させるべき課題であろう。例えそれが、農地の保有権の変更や農企業の
規模の変更につながるようなことになっても、すべての規定は、この目的に従す
る物でなくてはならない。いかなる商業的理由も他の価値観もこの原則を無視す
るもであってはならないのである。「食農作物の距離(農地から食卓まで)縮小」
の原則は、地元における農作物の増産とその消費の増加をもたらし、テクノロジ
ー技術を駆使した工業的介入の減少につながる。強いては、好環境の促進や自然
界のプロセスの善循環を誘導しうるのである。

.9	 土着文化アイデンティティーの権利
農業と伝統的食料生産は土着の文化的アイデンティティーに特色付けられる。
事実、特色ある農業は、特色ある文化の相違に基づいている。すべての人類は独
自に培ってきた個々の文化を発展させ、育んでいく権利を有するのである。いか
なる国際機関や自治体もこの固有の権利を侵すことはできないのである。

.10	 人間による動物の扱いについて
工業化された「食品工場」や獣肉の加工システムは非人間的、悲惨な生態系の破
壊と公衆の健康への大損害の大元であると知られている。輸出目的の大規模生産
はこのような問題を悪化させるだけであり、獣肉動物の病気を抑えるためにイオ
ン光線の照射や抗生物質の使用などが行われている。このような処置は速やかに
禁止されるべきであり、このような処理方法を援助しているすべての国際機関各
自治体に対しては、積極的に抗戦していくべきである。

.11	 土着の知識という遺産を支配し享受する権利
地元に生きる先住民やそのコミュニティー、またそれらのコミュニティーを抱え
る国家は、外部からの影響を受けることなく、それぞれの特色ある自然と代々受
け継がれてきた食物やその食物生産上必要な知識を保持し、そして、それらの知
識がもたらす独自の恩恵を享受していくていく責任と義務がある。

化農業のそれと変わらないことを示している。
どのようなレベルの政策でも、小規模農家や農業エコロジーの原測の優遇対策を
とるべきであり、そこから、食物の安全性を高め、もって地元経済を活動的かつ
確固たらしめなければならない。

.4	 地方における人と非多国籍企業化
小規模農地所有者の消滅とそれによる大地主出現、即ち多国籍企業による耕地の
支配は、貧困と飢餓の主原因といえよう。われわれは、このような農業従事者の
農地離れを防ぎ、彼らの農業存続を保護していく手立てを始めなければならな
い。
代々受け継がれてきた農地を手放し、自給自作の可能性を失ってしまった人々や
離農したコミュニティーに対して、農業政策を通じて彼らの帰農を促しすだけで
なく、彼らの生活環境をコントロールしていけるよう地元コミュニティーを強化
させていかなければならない。 

.5	 食物の優位性
地元地方強いては国単位で、食物の優位性という基本権利支持していこうではあ
りませんか。あらゆるレベルの自治体は、豊富で安全で、万人が入手可能な食物
の生産を保護していく上で必要な条件を整え支持していく権利と義務を有する。
そうすることで、生産者の生活手段を維持し、尊重することができる上、その生
産がなされる土地や水そして生態系の遵守がなされていくのである。 
いかなる国際機関も多国籍企業であっても、この優位性を損なう権利はない。ど
のような理由があろうとも、一国が自らの意向に反して、国際機関から輸入を強
制させられるようなことがあってはならないのである。

.6	 予防措置の整備
すべての人類は、安全で自然な食物を摂取する権利がある。いかなる人も、それ
が安全性や栄養評価上、人々の健康上でも支持可能であることが解り、地元の秩
序に合致していることが明確になるまで、新しいテクノロジーによる食物生産を
許可してはならないのである。予防措置の原則はいかなる分野においても有効で
ある。

.7	 食品の安全性を減少させるテクノロジー技術
遺伝子工学や合成殺虫剤、合成肥料、食品への放射線照射とようなテクノロジー
技術は、食品や環境の安全性の上では受け入れがたいものである。このようなテ
クノロジー技術は、公衆の健康に重大な危険をもたらすばかりでなく、環境への
悪影響は復元不可能といわれている。農業従事者が元有する自らの農地を汚染物
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.14	 平等で自活を促す自由貿易(商業)
それぞれのコミュニティーが自分たちの基準にあった形で、自由な相互理解の上
で、利益とサービスを交換していくというような商業形態、即ち、上からの強制
ではなく、正しく万人から支持可能で、消費者の立場からも生産者の立場からも
互いに有利な、今日の新しい商業形態の動きを援助して行こうではないか。
いかなる国際機関にも、地元の利益を踏みにじるような商業交流や国際投資の受
け入れを強制する権利はない。いかなる貿易や商業交流も、相互の利益取得の基
本に基づいて、検討されるものでなくてはならない。

.15	 特許権並びに生物に対する独占権の禁止
商業特許並びに生命体に対する独占権について反対しようではないか。このよう
なことを承認する国法や国際法は、人権やあらゆる生命体の「衛生」の権利を無
視することになるのだ。それは、特色ある自然環境や土着民が受け継いできた正
統な伝統の破壊であり、世界の農業従事者の破滅につながるのである。これは、
人類ばかりでなく、あらゆる動植物界においても同様なことが言えるであろう。

.16	 ＷＴＯやコーディクス委員会（国際食品規格 
	 等の多国籍企業へのえこひい き
工業化農業や輸出目的の大規模単作などに対する、ＷＴＯやコーディクス委員会
（国際食品規格）のような国際機関の典型的な不公平さは、社会の崩壊を招き、
環境破壊や世界のさまざまなコミュニティーの損失を無視し、グローバル化した
他国製企業の手に権力が集中されるというような非民主主義的な行為がまかり通
るようにしてしまうのである。これらの規定は、地元圏において生産を支配し、
そしてそれを流通させるという賛助可能なシステムを支援していく形へ即刻変更
されるべきである。このような変更が認められないならば、これらの国際機関は
賛助活動活動の障害そして追放されるべきなどのである。
国連のような国際機関は、「反トラスト」や反少数独占組合化対策、多国籍企業
の支配力並びに、その悪効果の減少目指す、効果的手段の立法化を助成していか
なければならないのである。

.17	 援助の原則のプロモーション：地元有利への不公平
通関税や輸入量の制限などの手段‐大部分の防御手段は違法行為と見なされた
り、グローバル化の名の下に消滅させられたりしている‐、を通して、国々は自
給自足化を促進していくことが可能である。これらの防御手段は、地元生産の再
建や自給自足率の促進、そして食品の安全性の確立を助成していくために、復活
させなければならないものである。

この知識は自活農業が生き延びていく鍵となるのである。すべての人民は、地元
自身を自らのモデルのすることで、それぞれの発展と研究という目標を達成して
いく権利を持つのである。
いかなる総括的貿易規準も知的財産保有の権利も、その規定が自ら決定されたも
のでない限り、土着のコミュニティーに対し、これらお仕着せの規定への順応を
強制することはできない。いかなる総括的貿易規準も、いかなる多国籍企業も農
業従事者やそのコミュニティーの権利である、土着の種を保持すること、革新や
集団学習の名の下に、商業目的の名の下に「バイオ海賊」即ち地元の特色ある知
識の窃盗という行為を推進してはならない。 
農業従事者の種を守り、改善し、交換するという権利は犯し難い権利でなければ
ならない。

.12	 農業従事者と環境の基本関係
伝統的かつ土着の小規模農業従事者を、長い目で見たところの、人類と大地そし
てその維持保全していく上で最高の関係を築くことができる叡智の源であると、
理解し支持し祝おうではないか。
地球、大地、気候、その他の条件と相互作用をもつ彼らの体験や、地元と密着し
た関係は、守り続けられ、指示され、もし必要であるならその関係修復がなされ
なければならない。
このような役割は、他国籍企業による作地から遠く離れた抽象的所有により、地
元の環境を無視し画一的な経営方針を押し付けるといった強大機構によって危険
に晒されようとしている。このような条件から開放させなければならないのであ
る。

.13	 知る権利、選ぶ権利
個人個人、地元自治体、個々の国家は、原産地、その製造過程などの消費される
食物の主要インフォメーションを公表する基本的権利を有する。それによって、
人々が自らの健康についても、環境の保全の上でも、どのような危険を迎え入れ
ようとしているのかを知った上で選択をするという優先権利を承認することにな
るのである。この権利を特に食品の上で施行することで、遺伝子組み換えが行わ
れたか否か、殺虫剤や化学薬品が施されたどうか、放射線照射がなされたかどう
かなどの条件が明確になるであろう。
いかなる政府も国際機関もインフォメーションの隠蔽や義務であるチケット表示
の拒否、危険性の含有や、栄養学上不良であることを公表することを否定をして
はならない。これらの権利の拒絶は、違法行為として罰せられるべきである。
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再建と同時に検討改革されるべきである。これらは相互援助の原則の下に実行に
移されるべきものであり、政治権力もグローバルから地元の自治体や政府へ適切
に移行されるべきものである。

.21	 上記原則の採用
国際機関から地元の自治体に至るまで、すべてのコミュニティーに対し、これま
で述べてきた原則を採用し、その実現に協力するよう働きかけようではないか。
いかに述べる項目は、現在実施されている実践活動の一例である。上記の原則の
一部をすでに適応し、調和ある商業上の新規定を提案し、それに関するの目標を
掲げているものである。

「助け合い」の原則が施行されねばならない。地元消費のための、地元の資源を
使った、地元の農業従事者のによる土着の生産が達成されるように、規約や援助
という形でこれらの勇気ある選択を達成させていかねばならない。国際貿易は続
けられるべきである。しかし、地元で生産不可能な最小限の製品、または、独自
の特殊製品に限定されるべきである。遠距離商業は、実現可能な選択支として残
されるべきのであるが、システムとして構築される必要はないのである。このよ
うな遠距離商業の減少は、特に生産者と消費者間の桐の長さ（食物間の長さ）の
減少は、社会やエコロジーにおける危険性の減少とあいまって、厳守されるべき
目標である。

.18	 安全性基準における最高値によらぬ、最低条件
各国間の相互承認の下の決定された食品界における法律や基準は、最高値に準
するのでなく最低条件を遵守することで、ＷＴＯの優先権を覆すものでなけれ
ばならない。いかなる国際機関も、商業目的などの基準スタンダード値を下げる
よう強制できない規定を起草すべきではない。この国際基準により、輸出入や表
示や証明義務をコントロールし低供養にならなければならない。国際機関が定め
た基準値より高い数値を定めている国や自治体は、貿易上区別されるべきもので
ある。開発途上国にとってはこれらの基準が重い経済的負担になっている。国際
援助を受けることで独自の基準が改善できるよう働きかけていかなければならな
い。

.19	 商業ダンピングからの防御
反ダンピングに関する輸出規定上の権利は、地元農業従事者の保護と、平等な利
益の保障であり、食品の安全性確保へ寄与することであり、この権利を、正しく
平等な貿易を行うための基本規定の一部としなければならない。それは、巨大国
家によるダンピングを助成し認証するようなＷＴＯの既成の規定を覆すことであ
る。

.20	 互換性ある変化
これまで述べてきた改革案が、世界を取り巻く支配的概念の変換として、実践コ
ンセプトとして、有利な改革案と認められれば、もっと早期に改革は実現可能と
なる。エコロジーの観点からも社会学的観点からも支持可能なシステムが多国籍
企業の利益よりも優先されるようになるのである。総括的個々的を問わず、多国
籍的地元的に関わらず、社会の中で実践されている他のシステムとも互換性のあ
る変革が示される必要がある。
例えば、輸送や生産上のエネルギーシステムは地元で実現可能で小規模な農業の
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第３章
工業化農業がすでに使用している代用法 

すべての大陸において農業集団は、農業を工業化し食物を健康に対する多大なリ
スクとした多国籍企業による食品生産システムと農業コントロールが被害を及ぼ
した社会現象に対し、公衆の意見を引きつけた。

国々がさらにつながりあって食物、農業、共通の価値の歴史的なつながりを回復
させる運動が浮かび上がっている。人間経験の長期の逸脱の後、これらの運動
は、食糧と食品を文化と自然のあるべき所にふたたびよみがえす。

紙面の関係で、ここではこれらの運動がここ１０年で現実になったということの
みを記す。これらの変化により農業の工業化は農業があるべき唯一の将来ではな
いということがわかった。変化‐迅速な変化‐は可能である。正確にいうなら
ば、もうすでに進行中である。以下に示すものは、現在急速に変化している事柄
のいくつかの例である：

土地へのアクセスの民主化
長年世界の貧しい農業集団の土地へのアクセスは、飢餓と貧乏に終止符をうつカ
ギであるが、改革は政策的に不可能であろうと考えられていた。これはブラジル
で起こったことであるが、全人口の２％以下の土地所有者が栽培可能な土地の半
分を所有していた。（このうち半分以上が未使用）これらの土地における小さな
集会でさえ禁じられ、変化の試みも暴力で罰せられた。しかしながら今日、この
国は土地へのアクセスの民主化の指揮者である。ここ２０年に土地を持たない労
働者の運動ＭＳＴは、ほぼブラジルの国全体の８００万ヘクタールに土地を持た
ない２５万家族を定住させることに貢献した。政府が未使用の土地の再配給を
命令する新憲法の条項を有効に使い、ＭＳＴは反抗する文化にこの命令を守らせ
た。

ＭＳＴに加入する約３０００の共同体は、経済と学校に関する多くの新しい活動
を創り出している。農業改革の利益は、新しい集団の年収で計らなければならな
いが、最低賃金の約４倍の収入を獲得しており、一方土地なしの日雇い労働者
は、現在最低賃金のわずか７０％を受け取るにすぎない。農業改革該当家庭の幼
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良質な食品に対する権利は市民の権利になる
２２カ国がまさにそれぞれの憲法に食料に対する権利が組み込まれているにもか
かわらず：ブラジルの第４の都市べーロ.ホリゾンテはそれ以上のことを行って
いる。１９９３年政府は、食物はもはや消費財ではなく、市民の権利であると表
明した。この変化は、食物の大掛かりな配給ではなく、飢えに対し終止符をうつ
多数の変革の開始を促進した。都市所有の栽培可能な土地は、作物を貧乏人の手
が届く値段を守れば、その土地の農家に低料金で賃貸しが可能である。；工業化
農業の生産物から土地の有機産物に差し向けるため学童一人一人の食事に対し、
連邦政府から支給される１３セントを町が帳消しにする。
これは、より優れた食物摂取と言えるであろう。市場の機能を良くする為、町は
大学の研究員と協力し、１週間ごとにバス停に値段の低い４５食品を掲示し、ラ
ジオで放送をする。これらは、市町村決算のわずか１％を利用するいくつかの企
画のうちの一部にすぎない。
その他、ブラジルの都市の働きは、対策採用の検討のためべーロに出向いた。

エコロジーと有機農業の普及
有機の農業と牧場が急激に増加しており、現在世界レベルで有機と承認された土
地が、オーストラリア、アルゼンチン、イタリアを頭に２千３百万ヘクタールを
占めている。

農業の工業化、化学化のアプローチ支持者は、有機農業は機能しないと主張する
が、有機農業を実践した多くの人々は、彼らは間違っていることを証明してい
る。ある最近の研究では、５２カ国の２００以上の自活農家のプロジェクトを検
査し、約３千万ヘクタールの栽培可能な土地と、９百万の農家があることがわか
った。大学の付属研究所が後援したこの調査から、自活農家の実践は、産物の基
本的増加を導くことが浮かび上がった。幾人かの生産者は、自活農家の方法で１
５０％の売り上げを実現した。まれにわずかに収益がおとるケースもあるが、多
くの場合よい利益を得ている。

（一般的に、有機農業の収益は“うわべの単位”のみをはかったとしても、より多
いことを示している。工業技術者は仕事効率のパラメーターを間違って解釈し、
工業過程においてたいていの人間作業を実際にはそうではない効率的システムを
生む機械と科学物質に差し替えた。工業生産の結果のゆがみは、土地、土壌、市
民の健康に環境被害を引き起こした代償を払うという無能力さをより拡大してい
る。）

児死亡率は、国平均の半分以下に減少した。ブラジルの商業部門における仕事の
求人産出評価は、農業改革により失業家族に土地を支給することの２から２０倍
の経費がかかる。栽培可能な土地を保証する民主化のプロセスである。

北部と南部における農業改革の長期生命を保証するため、農業改革は、支持可能
な農業の実践に教育プログラムを有効に組み合わせることもできる。 

貸付アクセスを民主化する
長い間、金融業者は貧乏人は破綻という受諾しがたいリスクを象徴すると考えて
きた。しかし、この考え方のバリアは崩れようとしている。２０年前、バングラ
デシュでグラメーン銀行は、農業貸付システムを資産担保ではなく、小グループ
の連帯責任に対して焦点をあわせた。農村の２５万人、たいてい女性が対象のグ
ラメーン銀行の小額貸付プログラムは、５８カ国で採用されることとなった。従
来の銀行に比べて長期の貸付返済で投資にアクセスを確約する民主化の推移が可
能なことを示している。

都市と田舎、消費者と生産者の絆の回復
その土地の産物ができるだけその土地に利益をもたらすための実践方策が、いた
るところで進行中である。“原産地生産物の購入”キャンペーンは、ヨーロッパ、
アメリカ、その他の地域を魅了している。重要な変革は、共同体（ＣＳＡ）に支
えられた農業が、農家と消費者が一体となり、リスクを分かち合うところに表
れる。消費者は、季節の初めに収穫物を利用できる権利が与えられるある“分担
額”を払うのである。ＣＳＡの働きは、６０年代半ばにドイツ、スイス、日本で
生まれた。１７年前アメリカには、ＣＳＡが一つも存在しなかった。：現在３０
００以上のＣＳＡが、約１万世帯に役立っている。アメリカの例は、イギリスＣ
ＳＡが地方政治機関からの支援を得ることに貢献した。似たような動きは、さら
に日本やその他の国に広がっている。

その他重要性の高い企画としては、都市における農業生産者の販売が、アメリカ
においてのみ、この８年間で７９％増えていることである。このことにより、地
方農家が値の張る仲介者を通さず生産物を直接消費者に売ることができる。さら
に家庭や学校菜園も普及している。
‐ケニアでは、学校の子供たちが自分たちの食べ物を栽培している。
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け入れを拒否したことである。このコットンは、南インドでその栽培のため被害
を及ぼした後にパンジャブと北部の州に売られることになっていた。

生産者のための平等な価格の保証
世界規模で広がる平等商業運動は、有力なシステムは“自由商業”ではなく、平等
商業が可能であるということである。

平等商業運動は、８０年代にヨーロッパで生まれ、４７カ国に定着した。平等な
商業は、１２産物に対し特別な基準で行われる。‐コーヒーは大多数の２００万
の家族が従事している。平等商業は、コーヒー栽培家が世界市場の変動に関係な
く受領できる最低閾（現在1,26＄）を定めている。“平等産業の証明書”の印は、
民主主義の基準と市場の値段の完全な知識にオルガナイズされた小規模の栽培者
の産物である
４年前にアメリカで平等産業のコーヒー栽培の問い合わが、４倍の１万ポンドま
で達した。世界的な平等商業は、短期間にもかかわらず、コーヒー生産家族に１
千８百ドルを分配することに成功した。国際経済において平等商業を過少評価し
てはならない、たった１０年間でコーヒーの残量は３分の１から１３分の１に減
った。

農家はその収入をより平等にするため協同組合の力をかりている。イタリアの酪
農協同組合は、大量生産をもたらした。現在、インドでは、７万５千の酪農の共
同組合が国中に広がり、１千万の加入者がいる。主な乳製品会社の３位までが共
同組合である。１９４６年に創立したカイラディストリクトの牛乳生産協同組合
の供給と製品値段の専売は、生産者にとって不利なものである。似たようにアメ
リカで１５年前に売り出した小農家のグループ、オルガニックバレーは、現在５
１９のメンバーを集め、１億２千５百万の売り上げがある。昨年秋、ヴィスコン
シンのオルガニックバレーのメンバーに対し牛乳の値段は、一般牛乳の約２倍で
あった。

民主主義について社会に責任を負わせる
現在、全世界の市民は多国籍企業を認識する。政府以上の資源を有し、基本的に
選挙なしの公共制度のように機能する。多国籍企業が正しい方向に向かうよう民
主主義政府の管理が必要である。

世界の政府の大部分は、遺伝子組み換えの種の商業化に反対である。アメリカで

政府らは、有機農家と有機農家に転向する人々に、消費者からのふえる意向と環
境への利点、その他の理由により、よりいっそう直接支援を提供している。

１９８７年、デンマークはこの形の支援を取り入れた最初の国となった。すぐ
後、ドイツが有機農業に転向する人に融資をはじめた。１９９６年、ルクセンブ
ルグを除くＵＥ（欧州連合）の参加国が有機農業に対する支援対策を導入した。
イタリアのトスカーナ州は、トランスジェニック種に対し明確な立場を示し、小
規模の農場、有機農業、地元消費を奨励する対策においてガイドの役割を果たし
ている。オーストリアとスイスは１０％、スウェーデンは１５％の有機農業生産
がある。スイスのある州には、有機生産が５０％あり、ドイツの農林大臣は２０
１０年までに２０％の目標を決めた。

生物多様性の保護
国際レベルで、生物多様性の協定は、現在１８７カ国の契約を数え、１６８カ国
が調印している。生物学的安全性に関するカルタゴプロトコールは、４８カ国の
契約を数え、１０３カ国が調印した。一方多くの国が少量の種の販売の単一栽培
を奨励し、現在トランスジェニックに対し注意深い政府とそれに協力する世界中
に広まる市民の動きは、種の多様性を保護している。グリンピースやその他の運
動により運営される市民教育キャンペーンは、４カ国、特に北アメリカでＯＧＭ
を基本的に制限している。現在４５カ国、８万人のメンバーが加入する国際的運
動スローフードは、農業集団に対し、協力、教育、技術援助を通し、食品それぞ
れの素性を生かす目的を持ち、地方の農産物加工の文化を成功とともに取り戻し
ている（生物多様性のためのPraesidiaプロジェクトとスローフード財団）。ほん
の一例であるが、スペルト小麦、青銅時代からイタリアに栽培された最も古い穀
物は、大規模な販売によりふさわしい穀物とすでに取って代わっており、消費者
の支持を受けている。
同時に世界の南では、トランスジェニック種の使用と生物に対する特許の解放に
反対し、生物多様性を保護する土着民の運動が増えている。バングラデッシュの
ナヤクリシで５万人の農民が加入する運動は、家族の食品安全の根本のように、
農民が念入りに再生産する種を備え、貯蔵し、供給し伝統収穫を再び活性化して
いる。インドのナブダンヤで科学、テクノロジー、エコロジーの研究財団のプ
ロジェクトは、１０万人の農民に対し、村の伝統的方法の有機農業に戻る援助を
し、現在“自由の地域”と呼ばれている。財団とそのネットは、土着民を誘い込む
トランスジェニック種の成功および生物に対する特許の解放と戦った。財団とイ
ンド政府の役人の一番の努力は、最近、Bt（バイオテクノロジー）コットンの受
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さえも大企業の懸念は大変強く、９州、さらにペンシルバニアの２管区は、企業
ではなく家族経営の農家に農場所有や農業に従事することを禁じた。さらにやは
りまたアメリカで多国籍企業に、個人や集団の農業に対する有力な憲法の権利を
与え“団体の個性化“(corporate personhood) に反対する動きが生まれつつある。
世論をまきおこした大規模な養豚の状態に対し、アメリカ、ペンシルバニアの２
つの地方自治体は、企業に対し自らの法の作成を禁ずる法令の発行を行った。

アメリカのいくつかの管区では、小児の肥満化と糖尿病を理由に工場生産食品や
ファーストフードの蔓延を拒否している。同様に世界のさまざまな地域で水の商
品化に反対している。

新しく浮上する農業‐市場原理主義それ以上
互いにつながりのある数多い変化は、グローバル市場の決定や多国籍企業の興味
に服従せず、生活のすべての観点を発展させる“市場原理主義“以上にねらいを定
める。彼らの立場はもう少し開かれた民主主義の工程を提案する：新しい教義に
触れず、多くの人が“生きた民主主義”と呼ぶすべての生物の幸福を考えることを
意味する。地域と文化の特色を重んじる活発な民主主義は、市民が協力して新し
い一般的問題を解決し、市民が変化することを望んでいる。
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第４章
食品の将来を考える委員会の掲げる目標を達成するための商業協定

この章では、世界貿易機関（ＷＴＯ）の規定を変更するための方針と助言を示
し、委員会の目標へ同意に導くことを示す。

ＷＴＯの現在の商業協定は、メンバー国の国際経済の保護であった料金と関税障
壁の断絶的な引き下げを定めた。この境界の解放は、多くの人々にとって社会、
経済状態の不都合を招いたが、大きな多国籍企業にとっては有利である。したが
って、委員会の目標は、これらＷＴＯの規則を以下に示す目標へ差し替えを申し
込む：

1.	 補助の着手として、輸入に対する料金と割当数量を認可する
現在、国際商業規則の大部分は、輸出、生産方法と商業をコントロールする多国
籍企業を支援している。新規則は、食品が特定の場所で生産されるように、取引
料金と輸入に関する割当数量が認可されなければならない。

まず第一に支援しなければならない理由として：需要に必要な分だけの生産の割
り当てをし、地域の消費のため地域資源で地域産物から得ることを考える。この
ようにすべての規定と利益は、生産地と消費者の距離をちぢめ、この選択への支
持を得るであろう。食品部門の国際商業はなくなるべきだといっている訳ではな
い。国際商業は、生産と流通の牽引力のように輸出を重視するのではなく、地域
レベルで手に入らない産物を、輸入する配給制限をするべきだということであ
る。

2.	 知的所有権と特許に関する現行規定を根本的に変える
世界貿易機関（ＷＴＯ）は、世界すべての国にアメリカの形式、知的所有権の保
護を強要しようとしている。この形式は薬草、農産物の種とその他生物多様性、
さらに土着民やむかしからの農業集団によって栽培され、成長した有機物質にま
で特許を強要することを進めていく権利を多国籍企業に与えた。

長年これらの多くの集団は、植木や種は所有権と税金受け取りが外部企業にいか
ず、集団の財産の一部であると考えられてきた。
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かなたに融資するアメリカ社会に生命保険を提供する。第３世界に対するIMF（
国際通貨基金）の融資でさえもアメリカ農業企業の輸出に対し融資を始めた。こ
れらの助成金は、多国籍企業がアメリカ内外の小規模な会社を支配することに役
立つ。輸出の助成金に関するすべての策略は、廃止されなくてはならない。しか
し小規模の農家に対する低利子の貸付、種バンクの創設、食物の緊急事態の調達
のしくみなどを可能にし奨励する計画は、許可されなければならない。

6.	 WTOが定めた市場加入規制のマイナス効果を認識し廃止する
北部から貧しい国への輸出援助は、南部の農業集団と生計手段を破壊した。以前
は、自給自足の農業を営んでいた人が、今では低賃金でナイキや過少契約で他の
場所で働く地方の難民となっている。

輸出に方向づけられた生産は、自給自足の伝統的な農業を破壊した。南部から北
部へ生産物を輸出することは、発展の有力な道であると一般的に考えられている
が、裕福な国へ輸出する貧しい国々の間でさけようのない対立が起こることや、
国内で優先のために起こる混乱を無視している。その他貧しい国の不利な要素
は、作業コンデションが悪いこと、食品部門の国際商業が統治する環境である。
この傾向を一変するため国家は、輸出入に関する限界とコントロールを修復する
貿易の新しい国際規則を規定しなければならない。

7.	 農業改革を促進する 
たとえ内部の決定でしかないとしても、商業に関する規則の上述の変化は、地方
の大部分の人や優先されるべき土地を持たない貧しい農家に土地を提供すること
において、良い効果を引き起こす。このことは農業の幸福の向上に有効な方法で
あることが日本、韓国、台湾、中国で証明されている。多くの研究が小規模の栽
培者は、土地の発展において大企業より、より利益をもたらし、能率的で貢献す
ることを明らかにしている。地所の安全が保証された小規模の農家は、肥沃な土
地を守り、長期に生物多様性を維持する自然資源の優れた管理者である。

土地本来の再支給をすることができる農業改革は、政府の政策から十分に支えら
れた改革のあるところにその実を実らせる。改革の中には、政府から課税なしの
土地の委託、地所と女性の土地使用権利の承認、良い状態の土地にみの再支給と
市場への加入とくに地方の便宜などが見出される。さらに農業エリートの力の縮
小と改革を政略的に大多数を占める貧しい農業人口に傾ける行動をしなければな
らない。改革の支援、妥当な貸付条件、土地環境に安全な施設に、強く方向ずけ
られた政策があるはずである。

地域の住民の健康状態の難局に向き合うだけでなく、地域と国内の集団の要求、
新考案と長年の間に得た知識の保護を満足させる規則の修復に同意するため、知
的所有権に関するＷＴＯのこれらの規定は放棄されなければならない。　

3.	 協定と食品基準を地方分散化する
誤った食品安全に対する、多くの国際規則，衛生基準、植物衛生（ＳＰＳ）、
Codex Alimentaris適用のためのＷＴＯ協定は、食品部門において大企業を支援
し、地方の手仕事の産物に直接影響する食品企業作業条項を定めた。その他この
条項は、いくつかの乳製品に対しＸ線照射、低温殺菌、真空包装を義務づけてい
る。
類似の規則は、小規模の生産者に製品の値段を上げさせ、味と品質を下げる。実
際、食品の安全と人々の健康を危うくする大部分は、小規模の生産者ではなく、
むしろ大農業企業と大規模な配給者に由来する。彼らは狂牛病や口蹄病、食品内
に、サルモネラ菌、エッシェリキア.コーリ菌などの細菌が混入し病気を引き起
こす事故に拍車をかけた。グローバルレベルのこれらの規則拡大の第一の狙い
は、世界的な企業に有利をもたらすことにある。

我々は地方の食品の規制と基準が、すべての国々に食品の高い安全基準を可能に
することを支援する。

4.	 生産者側の調整 . 提供 . 商業組織への同意
現在のところ生産者は、WTOとNAFTA（北大西洋自由貿易協定‐自由交易のた
め北大西洋諸国が協議した）に同意をしない。提供価格の調整規則は、農家、買
い手をまじえ国内外レベルで共通の値段を交渉して同意する。同意を得るためそ
れぞれの製品に正当な値段を感知しなければならない。NAFTAが効力を発してか
ら２年たたぬうちにメキシコ国内の穀物の値段が、アメリカからの穀物の莫大な
流入により４８％ダウンしてしまった。価格調整の政府機関は、NAFTAから活動
を停止させられたが、この機関はメキシコ国内における穀物の提供価格を設定し
なければならなかった。その後、この機関なしで多くの農業従事者が彼らの土地
を売らざる終えなくなり、これらの機関での商業規制の修復が再び許可されてい
る。

5.	 多国籍企業に対する助成金と直接支払いを廃止する
WTOが大部分の小規模農場に対し直接補助金を廃止したにもかかわらず、多国籍
企業の輸出に対する助成金は、まだ認可されている。たとえば、アメリカ市民か
らの融資が大洋のかなたに向けられる民間投資のためのアメリカ協会は、大洋の
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総　括
より平等で支持可能な世界を築くための産業協定実現への改善案 

最新のグローバルな商業協定の以下に報告する特別な提案は、より平等で支持可
能な商業システムつまり商業の民主主義管理と食物と農業システムに対する刺激
の強化を通し、商業と農業集団に有利をもたらすサービスを奨励することにあ
る。

保護バリアは、可能であれば、国々に食物の自給自足を最高の状態にするために
導入されなければならない。食品に関して遠方のものを取り寄せる場合、地所で
は手に入らないものを選択する。

輸出入に関して割当数量と禁制を通して、限定と検査義務の数量制限を認可しな
ければならない。輸入製品に関して、食品、指定された製品やサービス又は他の
国の生産、配給、商業プロセスを優先しなければならず、人権を尊重し、労働者
を公正に扱い、環境を保護しなければならない。

商業における地方の雇用と妥当な給料の増加、環境の保護を拡大し、妥当な競合
と消費者の保護を保証し、生活の質を向上するための商業制限を促進する。国家
に対し、この目標を支える地域の食品とサービスへのより良い扱いを要求する。

発展の追及を強化するため、国家は食料、その他の製品の製作法を選択しなけれ
ばならない。

商業に対する制限は、新たな発展を支える広範囲の目標、たとえば人権虐待に対
する制裁、環境、食品、動物の健康に関する幸福を保持するための基本料金、環
境と仕事の権利の条約の適用などを達成することに貢献しなければならない。

食品と食糧安全に関するすべての国際的法律や規則、社会基準は、基準の高い国
は、各国間の商業関係において、最低限の政府を考慮すべきである。基準レベル
の高い国は、肯定的な差別を味わうであろう。基準値の低い貧しい国にとって
は、現在値段が高すぎるであろう、基準値をあげるために融資を受けなければな
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付録らず、状態が好転し、基準値に到達すると、肯定的差別、市場に加入することが
できる。

“予防の法則“は株において安定した報酬をもたらすが、危険な状態、科学や自然
のように予期できない場合には、うまく機能できるかどうかわからない。

グローバルな特許の発行権利は、保管所にある、遺伝学と生物学の方策において
土地の共同体の権利を凌駕してはならない。食物や他の産物に関して、発展の代
償を補い、妥当な利益を得ることができるタイプの特許は可能であろう。

特許の権利は、一定の期限をもち、補償し、特許作成を評価し知識に対し出資さ
れるべきである。

いかなる投資家も国家規則に反した場合の法律適用の国際間のしくみを訴えるこ
とはできない。
この投資に関する国家規則は、商業規則により凍結できない、なぜなら社会規則
と内部環境が向上し、それから外部の商業関係の発達を促進するからである。
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